
平成２３年１２月１２日 

平成 24 年度住宅関連税制改正の概要 

与党税制改正大綱を基に作成しておりますので、今後の国会審議等により変わることが有ります

のでご注意ください。 

(社)住宅生産団体連合会 

 

税  目 適用期限 

１．新築住宅に係る固定資産税の軽減措置を 2年間延長 

(固定資産税額を 3年間１／２、中高層は５年間) 

  ＊住宅用地に係る据置特例(負担水準８０％以上の住宅地に適用)を平成２６ 

   年度に廃止 

 

26 年 3 月 31 日

２．住宅取得等に係る贈与税の非課税措置について 

(１)非課税限度額を次のとおりとする。 

①省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 

 イ．平成 24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者―1,500 万円 

 ロ．平成 25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者―1,200 万円 

 ハ．平成 26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者―1,000 万円 

 ※東日本大震災の被災者については、非課税限度額を 1,500 万円とする。 

 ※省エネルギー対策等級４又は耐震等級２以上（免震住宅含む）の住宅 

 

②上記①以外の住宅用家屋の場合 

 イ．平成 24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者―1,000 万円 

 ロ．平成 25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者―700 万円 

 ハ．平成 26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者―500 万円 

 ※東日本大震災の被災者については、非課税限度額を 1000 万円とする。 

 

(２)適用対象となる住宅用の家屋の床面積については、東日本大震災の 

被災者を除き、２４０㎡以下のものに限定。 

   

(３)適用期限は、平成 24 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日まで 

   

  (４)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を 

３年延長 

(贈与者の年齢制限なし) 

26年12月31日



３．認定長期優良住宅に係る特例措置の延長 

 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除(投資型減税)
を 2年延長  

(税額控除額の上限を 100 万円→50 万円に減額) 

 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置を 2年間延長 
(固定資産税額を 5年間１／２(中高層は 7年間)) 

 不動産取得税の課税標準の特例措置(1,300 万円控除)を 2年延長 
 登録免許税の税率の軽減措置を 2年延長 
 ・保存登記→0.1％：現行のまま(一般住宅 0.15％) 

 ・所有権移転登記 0.1％→0.2％引上げ(一般住宅 0.3％) 

 

25年12月31日

 

 

26 年 3 月 31 日

 

26 年 3 月 31 日

26 年 3 月 31 日

４．住宅及び土地の取得に係る不動産取得税率の特例措置を 3年延長 

（本則 4％→３％） 
27 年 3 月 31 日

５．宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を 3年延長 

（課税標準を固定資産税評価額の 1/2 とする特例） 
27 年 3 月 31 日

６．住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税の特例を 2年延長 

 ディベロッパー等に対する新築住宅みなし取得時期の特例 
(本則 6ヶ月→特例 1年) 

 住宅用地に対する特例を受ける場合の期間要件の特例 
(本則 2年→特例 3年、100 戸以上マンションは 4年) 

26 年 3 月 31 日

７．居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置を 2年延長 

(注)平成 24 年 1 月 1 日以後に行う居住用財産の譲渡について適用 
25年12月31日

８．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の特例 

措置を 2年延長 
25年12月31日

９．特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の特例措置を 2年 

延長 
25年12月31日

10．認定省エネルギー住宅（仮称）に係る軽減措置の創設 

 認定省エネルギー住宅(仮称)ローン減税の創設 

居住年 控除期間 
住宅借入金等の年

末残高の限度額 
控除率 

平成 24 年 10 年間 4,000 万円 １％ 

平成 25 年 10 年間 3,000 万円 １％ 

 登録免許税の税率の軽減措置 
  ・所有権の保存登記―0.1％ (本則：0.4) 

  ・所有権の移転登記―0.1％ (本則：２％) 

 

25年12月31日

 

 

26 年 3 月 31 日

 


